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○県内水道事業は、共通して、人口減少に伴う給水収益の減少、水道施設の老朽化の進行
など、将来にわたり単独経営を続ける上で困難な課題を抱えている。

○県域水道一体化は、こうした課題に直面する水道事業体が、広域で連携して、
・施設の老朽化対策・耐震化等による強靱化と、
・そのために必要な収入の確保により財政基盤の強化 を図ることにより、
安全で安心な水道水を将来にわたって持続的に供給することを目的とし、
令和７年４月からの事業統合を目指す。

○能登半島地震の発生により、水道供給体制の重要性が改めてクローズアップされている。

○奈良県内（県水・26市町村）の水道施設の耐震化の進捗は、全国平均より上回っているが、
一体化後は、国交付金・県財政支援を活用しつつ、施設整備の計画的実施により、
水道施設の一層の強靭化を図っていく。
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はじめに（県域水道一体化の目的）

【基幹管路の耐震適合率】

現状（Ｒ３年実績）

一体化30年後見通し

４８．２％

８１．０％

単独経営の場合

７０．２％（平均）

【浄水場の耐震化率】

７５．４％

９８．８％

単独経営の場合

８９．３％（平均）

※施設整備に関する主な指標の見通し（Ｐ１３）より

（全国平均４１．２％）

（全国平均３９．２％）

現状（Ｒ３年実績）

一体化30年後見通し



■ 副企業長（案）

（１） 定数 ６人

（３） 任期 ２年（再任可）

（２） 選出の考え方

橿原市長、生駒市長 ２人 給水人口の多い上位２市の長

上記以外の市長 ２人 地域事情の異なる構成団体の
意見をより反映する観点町村長 ２人

■ 企業団議会（案）

（１） 定数 ３８人 （２） 選出の考え方

給水人口10万人以上の市町村の議会の議員 各３人

同 ５万人以上10万人未満の市町村の議会の議員 各２人

その他の市町村の議会の議員 各１人

奈良県議会の議員 ３人

日本公認会計士協会からの推薦者 １人

行政経験者(県の会計管理者、公営企業会計経験者等) １人

■ 監査委員（案）

（１） 定数 ２人 （２） 選出の考え方

（３） 任期 ４年（再任可）

■ 首長によるテーマ別部会（案）

（１）構成 （正副企業長会議の下に設置）
各副企業長はいずれかの部会に参加
その他の構成団体の長も各部会に数人ずつ参加

（２）役割
経営上の重要事項について、構成団体の連携により実効
ある具体的検討を行う

※Ｒ６年度中に具体的部会を整理

○案に対し協議する事項
・事業計画案、予算案
・水道料金の改定案
・企業団規約の改廃案
・条例の制定・改廃案（規定整備等軽微な事項除く）
・その他企業団運営に関し特に構成団体間の調整が

必要と企業長が認める事項
○案の報告事項

・企業長・副企業長の人事案
・決算案
・その他情報共有が必要と企業長が認める事項

■ 運営協議会（案）

（１）構成
正副企業長、その他の全構成団体の長

（２）役割
企業団の経営上の重要事項等を全構成団体の長で協議
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（３） 任期 ２年（再任可）

構成団体が連携して企業団運営が円滑に行える組織とする。
○正副企業長会議を設置

（企業長・副企業長の合議で経営上の企画・立案及び方針決定）

○正副企業長会議の下に、首長によるテーマ別部会を設置
（経営上の重要事項について具体的検討）

○運営協議会を設置（重要事項等を全構成団体の長で協議）

○また、企業団議会の議員は全構成団体の議会から選出

１ 組織体制について



２ 企業団本部の位置について

田原本町宮古地内の県有土地・建物（現田原本町保健センター・子育て広場）
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案

場所 田原本町宮古地内の県有土地・建物
（現田原本町保健センター・子育て広場）

※田原本町へ貸借中（Ｒ６年度中に貸借終了予定）

面積 約７百㎡ （１Ｆ一部・３Ｆ全） ※廊下、トイレ等共用部除く

スケジュール Ｒ７年４月～ 使用開始 （一部９月～）（見込）



市町村の現状等を踏まえ、以下のとおり料金体系を統一（原則）

○用途別・口径別に区分設定
・用途別 一般用・浴場用の２区分 ※「浴場用」は法令（物価統制令）上の義務設定

・口径別 用途別ごとに１０区分（13㎜、20㎜、25㎜、30㎜、40㎜、50㎜、75㎜、100㎜、150㎜、200㎜）

○基本料金と従量料金（逓増型）の二部料金として料金設定
・基本料金 使用水量にかかわらず口径・用途に応じて負担してもらう料金
・従量料金（逓増型） 使用水量に応じて負担してもらう料金

○水需要の減少や水道施設の老朽化等に対応しつつ、健全な事業運営の持続性確保のためには、適正な水道料金等
による収入の確保が重要

○このため、５年ごとに、現行料金水準で向こう５年間の財政が健全に確保できるかを、以下の指標に基づき検討

その期間中も､災害や急激な物価上昇など想定外の事態により財政の健全性に支障が生じていないか､毎年度チェック

① 基本的な考え方（案）

３ 水道料金について
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（指標）

▷収益的収支 ・・・・・・ 期間中黒字が確保できるか

▷資金期末残高 ・・・・ 期間中の給水収益相当以上を確保できるか

▷企業債残高 ・・・・・・ 期間中の給水収益の３倍以内となるか

② 料金体系（案）

※料金水準は、上記指標を満たすよう、総括原価方式により算定



３ 水道料金について

5

財政健全性確保のための基本設定 各項目の設定（概要）

○収益的収支 期間中の黒字を確保
○資金期末残高 給水収益の１年分相当を確保
○企業債 給水収益の３倍以内になるよう 発行を制限

○上記の条件が充足されるよう、
料金水準を算定期間ごとの総括原価方式により設定

○建設改良費(投資) …… 各団体が整備実績や計画を勘案し今後老朽対策等に必要と
見込んだ額の計（4,270億円）に、一体化後の新たな投資の増減（△109億円）を反映
（4,161億円）

○投資財源 …… 国交付金（211億円）・県財政支援（211億円）を活用（R7～16（10年間））
○その他の項目…… 各団体が積算した値の計を基に、他律的要素（給水人口、物価、

人件費、企業債借入利率等）等を反映

※監修 ： 県統計分析課 安孫子 統計分析専門員（近畿大学経済学部教授）総括原価（料金収入対象原価）の算定

以下の考え方によりR７～３６（３０年間）を対象に算定 → そのうちR７～１１（５年間）を対象に料金体系を今回設定

算定結果

今回料金体系設定

※R12以降については現時点の試算。料金算定の際は、その都度直近数値を基に再算定

③ 統合後当面の料金体系（案）



基本料金 基本料金 従量料金（円/㎥）

（円） 1～10㎥ 11～20㎥ 21～30㎥ 31～50㎥ 51～100㎥ 101～500㎥ 501㎥～ （円） 1㎥～

１３mm 390 １３mm 270 
２０mm 870 ２０mm 370 
２５mm 1,440 ２５mm 420 
３０mm 2,170 ３０mm

４０mm 3,920 85 147 184 242 300 358 416 ４０mm 60 
５０mm 6,830 ５０mm

７５mm 15,530 ７５mm 600 
１００mm 28,690 １００mm

１５０mm 65,280 １５０mm

２００mm 118,230 ２００mm

口径
従量料金（円／㎥）

口径
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３ 水道料金について

③ 統合後当面の料金体系（案）

用途別・口径別の料金単価（Ｒ７～１１）

経過措置（Ｒ７～１１）

市町村の現状、実際上の使用者単位の水道料金等を考慮しつつ、
企業団全体の必要料金収入総額を確保（R７～11(５年間)で約833億円）できるよう設定

【浴場用】【一般用】

○経過措置内容
統合後の料金体系を適用すれば単独経営の場合に比べて料金が上がる使用者について、
その居住（所在）する市町村の統合前の料金体系を適用

○経過措置期間
今回料金算定期間（５年）

円(税抜） 円(税抜）

案



月使用量３０㎥の場合

口径２０mmの場合

口径１３mmの場合
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（注）横線（橙色） …… 統一の料金体系による水道料金
縦線（青色） …… 各市町村の現行の料金体系による水道料金
縦線（橙色） …… 経過措置により現行の料金体系が適用される市町村の水道料金

一般家庭層想定

月使用量２０㎥の場合

口径２０mmの場合

口径１３mmの場合

月使用量３００㎥の場合

口径４０mmの場合

月使用量１，０００㎥の場合

口径７５mmの場合

中・大口需要層想定

月使用量１０㎥の場合

口径２０mmの場合

口径１３mmの場合

【参考】 水道使用者モデルケースの１月当たり水道料金

３ 水道料金について

③ 統合後当面の料金体系（案）



○基本計画（Ｒ５年２月）において、本年度中に以下の具体的計画を策定することとなっている。

１ 浄水・取水・送配水施設など広域的施設 …… 統合後の整備計画（広域化施設整備計画）

２ 既存の老朽化が進む施設・管路等 ………… 統合後当面１０年間の更新計画（経年施設更新計画）

（なお、各構成団体の企業団への引継資金の額の大きな団体については、その資金は当該団体の施設更新のための準備金との

側面があることに鑑み、優先的に前倒し投資を反映）

４ 施設整備の具体的計画について
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施設・設備の整備方針 次の項目を勘案して整備

管路の整備方針 基幹管路・重要給水施設管路の更新を重点的に、次の項目を勘案して優先順位をつけて整備

Ｒ５年２月 基本計画策定（施設整備の方針を策定）（以下抜粋） 本年(Ｒ５年)度中
具体的計画策定

統合後の
広域化施設整備
計画

統合後の
経年施設更新
計画



１　広域化施設整備計画
(1) 年度別の事業計画（Ｒ７～３６年度（３０年間））

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36

1
旧県営水道管路から恩ヶ芝配水池へ送水管を布設
（布設後に外山浄水場を廃止）

桜井市 0.7 0.1 0.6 ●

2
旧県営水道管路から御所市管路へ送水管等を布設
（布設後に櫛羅浄水場・楢原配水池を廃止）

御所市 2.6 0.1 0.1 2.3 ●

3
旧県営水道管路から無山浄水場へ送水管等を布設
（布設後に無山・西部浄水場を廃止）

宇陀市 5.5 0.3 1.8 1.8 1.8 ●

4
旧県営水道管路から宇陀市管路へ送水管を布設
（布設後に岩崎浄水場を廃止）

宇陀市 2.8 0.2 1.3 1.3 ●

5
宇陀市管路間に送水管等を布設
（布設後に戒場浄水場を廃止）

宇陀市 2.8 0.2 1.3 1.3 ●

6
旧県営水道管路から五貫山配水池へ送水管等を布設
（布設後に五貫山浄水場を廃止）

宇陀市 4.8 0.4 2.2 2.2 ●

7
五條市・大淀町の管路間に連絡管等を布設
（布設後に小島浄水場(１系)を廃止)

五條市・
大淀町

7.3 1.2 1.2 1.2 0.7 2.9 ●

8 桜ヶ丘浄水場の取水・浄水施設を更新 大淀町 26.3 1.5 1.2 3.7 3.7 2.5 2.5 3.7 2.5 2.5 2.5

9 御所浄水場・桜井浄水場の取水・浄水施設を更新 全体 238.9 14.9 5.1 10.4 19.2 15.7 15.3 16.1 12.4 15.2 14.8 6.4 5.1 0.2 0.7 4.9 2.9 2.3 8.5 9.3 1.9 1.6 3.1 3.0 4.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

10
旧県営水道管路から橿原市管路へ送水管等を布設
（布設後に菖蒲等地区加圧ポンプを廃止）

橿原市 3.8 0.3 3.5 ●

11
桜井市・橿原市の管路間に配水管を布設
（布設後に南浦地区加圧ポンプを廃止）

橿原市 1.9 0.2 1.7 ●

12
一町配水池から高取町への送水のための計装設備を
新設

橿原市・
高取町

0.1 0.1 0.1

13
旧県営水道管路から御所市管路へ送水管等を布設
（布設後に秋津配水池を廃止）

御所市 2.2 0.2 2.0 ●

14 旧県営水道管路から生駒市管路へ送水管等を布設 生駒市 2.2 0.2 2.0

15
生駒市管路間に配水管を布設
（布設後に東生駒配水池を廃止）

生駒市 1.5 0.1 1.3 ●

16
旧県営水道管路から宇陀市管路へ送水管等を布設
（布設後に緑川ポンプ場を廃止）

宇陀市 1.4 0.1 1.3 ●

17
旧県営水道管路から宇陀市管路へ送水管等を布設
（布設後にあかね台高区配水池を廃止）

宇陀市 1.3 0.1 1.2 ●

18
旧県営水道管路から宇陀市管路へ送水管を布設
（布設後に平尾配水池を廃止）

宇陀市 0.1 0.1 0.1 ●

19
旧県営水道管路から安堵町管路へ送水管等を布設
（布設後に安堵配水場を廃止）

安堵町 2.2 0.2 2.0 ●

20
旧県営水道管路から高取町管路へ送水管等を布設
（布設後に高区・低区配水池を廃止）

高取町 4.1 0.4 3.7 ●

21
高取町管路の加圧設備を新設
（新設後に与楽配水池を廃止）

高取町 0.8 0.1 0.8 ●

22 明日香調整池・明日香村配水池間の連絡管を布設 明日香村 0.1 0.1 0.1

23
旧県営水道管路から上牧町管路へ送水管等を布設
（布設後に上牧町配水池を廃止）

上牧町 2.6 0.2 2.3 ●

24
旧県営水道管路から広陵町管路へ送水管等を布設
（布設後に大野配水池を廃止）

広陵町 2.2 0.2 2.0 ●

25 広域水道センターへ追塩設備を新設 全体 2.2 0.2 2.0

26 旧県営水道の送水施設を更新 全体 1,156.7 48.1 40.6 35.2 32.7 31.8 24.3 34.5 40.7 40.4 46.3 33.1 31.7 32.7 42.8 33.2 37.9 39.1 36.3 35.2 43.2 43.8 44.6 45.2 43.3 40.5 39.4 41.4 39.6 40.0 39.2

27 集中監視制御システムを新設 全体 47.1 6.9 7.1 2.0 6.7 9.2 7.5 4.9 1.4 1.4

1,524.1 67.1 65.4 61.7 59.7 58.4 56.2 64.1 66.4 61.5 73.3 39.4 37.1 35.3 47.8 39.5 41.0 41.5 44.8 44.4 45.1 45.4 47.7 48.2 47.9 48.1 47.0 49.0 47.1 47.6 46.8

（注） ・●は、既存浄水場等の廃止年度を示す。 ・具体的な実施に当たっては、整備方法や事業費が変更となる場合がある。
・事業費（見込）は、１億円未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない。 ・施設の統廃合（最適化）を行う施設のうち、事業費を伴わないものを除く。

事　業　概　要

合　　　計

実施
地域

（億円）

30年間
計

事　業　費　（見込）

年　　度
整備
施設

浄水
・

取水
施設

送
配水
施設
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４ 施設整備の具体的計画について

１ 広域化施設整備計画案



(2) 浄水場の集約化

○主要浄水場

元設置団体 建設(更新)年度 存廃 （廃止の場合）廃止に伴う対応

1 御所浄水場 奈良県 S45年度 存続

2 桜井浄水場 奈良県 S49年度 存続

3 昭和浄水場 大和郡山市 S43年度 存続

4 北郡山浄水場 大和郡山市 S17(S51)年度 廃止（R8年度） 既存管路を活用して送水

5 豊井浄水場 天理市 S12（H8）年度 廃止（R21年度） 既存管路を活用して送水

6 杣之内浄水場 天理市 S41（R2）年度 廃止（R30年度以降） 既存管路を活用して送水

7 外山浄水場 桜井市 S45（H2）年度 廃止（R9年度） 恩ヶ芝配水池までの送水管を布設

8 櫛羅浄水場 御所市 S46年度 廃止（R10年度） 御所市管路までの送水管等を布設

9 真弓浄水場 生駒市 S61（H28）年度 存続

10 山崎浄水場 生駒市 S6（H23）年度 廃止（R30年度以降） 既存管路を活用して送水

11 小島浄水場 五條市 H4（H7）年度
１系廃止（R15年度）
２系存続

五條市・大淀町間の連絡管等を布設

12 飯貝浄水場 吉野町 S46年度 存続

13 桜ヶ丘浄水場 大淀町 S32（H21）年度 存続

14 下市浄水場 下市町 H12年度 存続

○小規模浄水場
元設置団体 建設(更新)年度 存廃 （廃止の場合）廃止に伴う対応 元設置団体 建設(更新)年度 存廃 （廃止の場合）廃止に伴う対応

1 無山浄水場 宇陀市 H5年度 廃止（R11年度） 無山配水池までの送水管等を布設 23 白銀南浄水場 五條市 H31年度

2 西部浄水場 宇陀市 H8年度 廃止（R11年度） 西部配水池までの送水管を布設 24 宇井(辻堂)浄水場 五條市 H25年度

3 岩崎浄水場 宇陀市 S51年度 廃止（R13年度） 岩崎配水池までの送水管を布設 25 樫辻浄水場 五條市 H10年度

4 戒場浄水場 宇陀市 S58年度 廃止（R17年度） 戒場配水池までの送水管等を布設 26 白銀南(陰地)浄水場 五條市 H23年度

5 五貫山浄水場 宇陀市 H9年度 廃止（R21年度） 五貫山配水池までの送水管等を布設 27 阪本小代浄水場 五條市 H29年度

6 香束第1浄水場 吉野町 H22年度 廃止（R9年度） 香束配水池までの送水管を布設 28 阪巻浄水場 五條市 H9年度

7 南部浄水場 宇陀市 H9年度 29 永谷浄水場 五條市 H11年度

8 諸木野浄水場 宇陀市 S41年度 30 川岸浄水場 五條市 H12年度

9 内牧浄水場 宇陀市 S56年度 31 殿野浄水場 五條市 H9年度

10 室生浄水場 宇陀市 S62年度 32 天辻浄水場 五條市 H5年度

11 北部浄水場 宇陀市 H10年度 33 南院谷浄水場 吉野町 H27年度

12 室生南部浄水場 宇陀市 H11年度 34 南大野浄水場 吉野町 S57年度

13 黒岩浄水場 宇陀市 H6年度 35 国栖浄水場 吉野町 H2年度

14 原山浄水場 宇陀市 H13年度 36 三色野浄水場 吉野町 H2年度

15 桧牧乙区浄水場 宇陀市 S63年度 37 柳浄水場 吉野町 H22年度

16 大深浄水場 五條市 H12年度 38 香束第2浄水場 吉野町 H4年度

17 城戸浄水場 五條市 S50年度 39 西谷浄水場 吉野町 H19年度

18 和田浄水場 五條市 H3年度 40 喜佐谷浄水場 吉野町 H12年度

19 宗桧上浄水場 五條市 H12年度 41 三津浄水場 吉野町 H10年度

20 賀名生南浄水場 五條市 H15年度 42 丹生浄水場 下市町 H20年度

21 賀名生北浄水場 五條市 H14年度 43 才谷浄水場 下市町 S54年度

22 白銀北浄水場 五條市 H15年度

浄水場名

当該浄水場の給水対象地域の水需要、施設の健全度等を踏まえ、
今後検討

当該浄水場の給水対象地域の水需要、施設
の健全度等を踏まえ、今後検討

浄水場名浄水場名
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４ 施設整備の具体的計画について



２　経年施設更新計画
(1) 管路の年度別・地域別の事業計画（Ｒ７～１６年度（１０年間）） （億円）

事業費（見込）

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

大和高田市 配水管 石綿セメント管 50～300 26.8 3.2 2.1 2.3 3.3 3.2 2.2 3.3 3.2 2.2 2.3 86.8 

大和郡山市 導水管・送水管・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ｋ形・硬質塩化ビニル管 40～500 87.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 9.0 9.0 9.0 233.8 

天理市 重要給水施設管路・送水管・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・Ｋ形・鋳鉄管 25～600 60.1 4.0 4.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 190.3 

橿原市 重要給水施設管路・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・Ｋ形・硬質塩化ビニル管 75～600 73.3 6.3 6.3 6.3 6.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 6.3 199.9 

桜井市 重要給水施設管路・配水管 鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管Ａ形・Ｋ形 75～600 30.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 90.0 

御所市 配水管 石綿セメント管・硬質塩化ビニル管 50～200 25.4 3.6 3.9 2.7 2.0 2.4 2.1 2.2 2.3 1.9 2.3 41.5 

生駒市 導水管・送水管・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・硬質塩化ビニル管 50～600 85.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 252.0 

香芝市 重要給水施設管路・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形 50～600 44.1 4.1 4.5 6.4 4.4 6.2 5.3 5.3 2.2 2.9 2.9 101.6 

宇陀市 重要給水施設管路・送水管・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・K形・硬質塩化ビニル管 25～350 18.5 1.2 1.4 2.2 2.2 2.4 1.7 1.9 1.6 1.9 2.1 62.5 

平群町 配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・硬質塩化ビニル管 50～350 7.1 0.8 0.7 0.8 0.4 1.0 0.6 0.8 0.8 0.5 0.8 15.3 

三郷町 配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・鋳鉄管・硬質塩化ビニル管 100～300 24.1 3.0 3.1 3.2 2.7 3.1 2.0 1.5 1.6 2.0 2.0 64.1 

斑鳩町 配水管 硬質塩化ビニル管 100～200 21.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 64.1 

安堵町 配水管 石綿セメント管 100～200 3.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 7.7 

川西町 重要給水施設管路・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・Ｋ形・鋳鉄管 50～300 13.6 1.2 0.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 25.0 

三宅町 重要給水施設管路・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・Ｋ形・鋳鉄管 50～300 8.1 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 29.5 

田原本町 重要給水施設管路・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・Ｋ形・鋳鉄管 50～500 28.4 2.0 1.8 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 76.8 

高取町 配水管 鋳鉄管・石綿セメント管・硬質塩化ビニル管 75～200 6.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.8 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 16.6 

明日香村 配水管 ダクタイル鋳鉄管A形・硬質塩化ビニル管・石綿セメント管 75～300 4.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.1 0.6 0.6 0.3 0.6 0.2 15.3 

上牧町 配水管 硬質塩化ビニル管・石綿セメント管 50～300 15.3 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 51.9 

王寺町 配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形 150～400 22.5 2.2 2.0 3.0 2.2 2.0 2.3 2.6 2.0 2.0 2.2 63.9 

広陵町 重要給水施設管路 硬質塩化ビニル管・鋳鉄管 75～450 35.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 75.5 

河合町 重要給水施設管路・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・硬質塩化ビニル管 50～300 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 30.0 

五條市 送水管・配水管 ダクタイル鋳鉄管Ａ形・K形・硬質塩化ビニル管 50～500 16.6 1.8 2.2 2.0 2.1 2.3 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 36.0 

吉野町 送水管・配水管 鋳鉄管・硬質塩化ビニル管 75～150 6.2 0.7 0.2 0.2 0.3 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 19.0 

大淀町 送水管・配水管 硬質塩化ビニル管・ダクタイル鋳鉄管K形 75～350 14.3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 3.1 3.1 3.1 28.7 

下市町 送水管・配水管 硬質塩化ビニル管・石綿セメント管 50～200 5.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 9.4 

695.1 66.3 64.5 72.2 69.1 74.4 69.8 71.4 69.5 69.5 68.4 1,887.1 

（注） ・事業費（見込）は、１億円未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない。 ・管路区分は以下のとおり。

・具体的な実施に当たっては、整備方法や事業費が変更となる場合がある。 　導水管：原水を浄水場へ送るための管

　送水管：浄水場から配水池へ送るための管

　配水管：配水池から配水区域に水を配るための管

　重要給水施設管路：市町村が設定した重要給水施設に至るまでの管路

実施
地域 管　路　区　分 主　な　管　種

管口径
（mm）

合　　計

事　業　概　要 事　業　費　（見込）

10年間
計

年　　度 30年間
計

11

４ 施設整備の具体的計画について ・本計画は統合当初10年間（R７～16）の経年施設の更新計画である。
（基本計画に基づく引継ぎ資金の前倒し優先配分を反映済）

・R17年度以降も、基本計画に定める整備方針に基づき、優先順位を
つけながら水道施設の老朽化対策等を進める。２ 経年施設更新計画案
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４ 施設整備の具体的計画について

（億円）

事業費（見込）

30年間
計

大和高田市 10.3 

大和郡山市 76.5 

天理市 52.0 

橿原市 9.0 

桜井市 19.7 

御所市 3.7 

生駒市 118.1 

香芝市 44.3 

宇陀市 27.9 

平群町 8.5 

三郷町 1.3 

斑鳩町 0.1 

川西町 0.1 

三宅町 0.2 

田原本町 17.9 

高取町 0.2 

明日香村 2.4 

上牧町 0.6 

五條市 18.8 

吉野町 17.7 

大淀町 15.3 

下市町 8.0 

合　計 452.6 

実施地域

・本計画は統合当初10年間（R７～16）の経年施設の更新計画である。
（基本計画に基づく引継ぎ資金の前倒し優先配分を反映済）

・R17年度以降も、基本計画に定める整備方針に基づき、優先順位を
つけながら水道施設の老朽化対策等を進める。

(2) 施設・設備の年度別・地域別の事業計画（Ｒ７～１６年度（１０年間））

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

大和高田市
・陵西配水場　機械・電気設備を更新
・天満配水場　機械・電気設備を更新
・陵西配水場　自家発電設備を新設

5.3 0.1 1.1 1.0 0.1 0.1 1.0 0.1 1.0 1.0 

大和郡山市
・昭和浄水場　土木構造物、機械・電気・計装設備を更新
・昭和浄水場　自家発電設備を新設
・矢田山第４配水池　機械・電気設備を更新　など

63.7 3.5 4.3 3.0 3.9 2.0 2.4 3.7 12.3 13.6 15.0 

天理市
・杣之内浄水場　機械設備を更新
・東部送水第２ポンプ場　電気設備を更新
・東部送水第３ポンプ場　電気設備を更新　など

21.3 5.3 4.7 3.5 0.4 0.5 0.3 1.7 3.9 0.7 0.4 

桜井市
・外鎌山配水池　土木構造物を更新
・恩ヶ芝配水池　機械・電気設備を更新
・高家配水池　機械・電気設備を更新　など

7.0 0.8 0.5 0.2 5.5 

御所市
・南郷配水場　機械・計装設備を更新
・名柄ポンプ場　機械・計装設備を更新
・佐味新配水池　機械・計装設備を更新　など

2.0 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

生駒市
・山崎浄水場　電気設備を更新
・滝寺配水場　機械・電気・計装設備を更新
・門前配水場　機械・電気・計装設備を更新　など

29.0 0.7 9.4 0.8 6.2 1.3 3.1 4.0 1.4 0.3 1.9 

香芝市
・今泉配水場　土木構造物を更新
・尼寺ポンプ場　機械・電気・計装設備を更新

20.3 3.5 3.1 0.3 2.1 1.2 2.1 2.0 2.5 1.8 1.7 

宇陀市 ・本郷地区高区配水池　土木構造物を新設 1.3 1.2 0.1 

平群町
・中央受水地　自家発電設備を新設
・椹原中継池　機械・電気設備を更新
・鳴石中継池　電気設備を更新　など

1.7 0.1 0.1 0.3 0.2 1.0 

三郷町 ・城山台配水池　土木構造物を更新 1.3 0.2 0.1 0.2 0.5 0.4 

田原本町
・緊急貯水槽を新設
・西竹田配水場　機械・電気・計装設備を更新
・伊与戸配水場　機械・電気・計装設備を更新

10.2 4.2 3.5 2.1 0.4 

高取町
・第１受水場　機械設備を更新
・第２受水場　機械設備を更新

0.2 0.1 0.1 

明日香村
・明日香村配水池　土木構造物、機械・電気・計装設備を更新
・栢森加圧ポンプ場　機械設備を更新
・稲渕加圧ポンプ場　機械設備を更新

1.2 0.5 0.3 0.4 

五條市
・小島浄水場　土木構造物、機械・電気・計装設備を更新
・岡加圧ポンプ場　自家発電設備を新設
・岡中継ポンプ場　自家発電設備を新設　など

8.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.8 0.7 1.8 

吉野町
・飯貝浄水場　土木構造物、機械・電気・計装設備を更新
・飯貝浄水場　自家発電設備を新設

17.7 0.4 5.1 5.1 5.1 2.0 

191.2 16.8 29.0 15.4 22.9 8.6 13.6 12.7 24.8 19.2 28.2 

(注)・事業費（見込）は、１億円未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない。
　 　・具体的な実施に当たっては、整備方法や事業費が変更となる場合がある。
　 　・安堵町・王寺町・広陵町・河合町は統合後30年間、橿原市・斑鳩町・川西町・三宅町・上牧町・大淀町・下市町は統合後10年間において、既存の施設・設備の整備は予定なし。

（億円）

事　業　概　要

合　　計

実施
地域

事　業　費　（見込）

10年間
計

年　　度
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４ 施設整備の具体的計画について



基本計画（R５年２月策定）上の記載 整理事項 案

〇現在奈良広域水質検査センター組合が
行っている企業団構成団体以外の団体
の水質検査業務について、センター組合
解散に伴い企業団で受託する こととなっ
た場合の経費負担等を令和５年度中に
整理

企業団が他の団体の水
質検査を受託する場合
の経費負担

水質検査にかかる経費を基に、従量手数料と基
本手数料の２体系で設定

従量手数料……
検査件数の多寡に応じてかかる経費を基に、
検査項目ごとの検査１件当たり単価を設定

基本手数料……
検査件数の多寡によらない固定的経費を団体
規模（有収水量）と施設数で按分（８：２）し団体
ごとに負担

■ 各市町村の上下水道事業の業務運営の現状

14

① 市町村下水道業務の一部受託について

５ その他

基本計画（R５年２月策定）上の記載 整理事項 案

○企業団は、構成団体が行っている下水
 道事業を引き継がない

○ただし、市町村が行っている下水道事業
 の業務のうち、引き続き企業団が行うこ

 とが適当であるものについては、企業団
 で受託できる範囲について、令和５年度
 中を目途に整理

企業団の受託業務範囲 構成団体（市町村）が行っている下水道使用料徴
収に係る業務（検針・計算・徴収・窓口等）

受託する場合の経費負
担

企業団の本来事業（水道事業）の経営負担となら
ないよう、受託業務の実施にかかる経費を基に、
下水道使用料調定１件当たりの統一の委託料単
価を設定（２３５円／件（税抜））

② 簡水１１村等の水質検査の受託について



【考え方】

項目 考え方

単価水準の

算定

単価の体系 単一料金として設定

※旧県営水道では県域での水道ファシリティマネジメント推進のため県水転換を図りやすくする二段階従量料金制を採っていたが、
一体化への不参加団体にその意義は小さいため、単一料金として設定

算定期間中の営業費用
（人件費､薬品費､動力費､
修繕費､減価償却費等）

算定期間中の資本費用
（支払利息、資産維持費）＋ －

算定期間中の
給水収益以外の
収益的収入

÷用水供給単価
算定期間中の
用水供給量

用水供給事業分の収支見込から算定

＝

BA
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用水供給単価（Ｒ７～１１）

１３６円／㎥
営業費用
（45.5億円） ＋ －

÷
用水供給量
（30,999千㎥）資本費用

（3.0億円）
給水収益以外の
収益的収入（6.4億円）

42.1億円

※広域化に伴う以下のメリットは、用水供給単価の算定
に反映されない
○国交付金(広域化事業・運営基盤強化等事業)及び

県の財政支援による投資額抑制効果
・国交付金（上記２事業）は「水道事業の広域化」が対象
とされており、そもそも広域化しない用水供給事業は対
象外であるため（県の財政支援も同趣旨）

○広域化に伴う維持管理費等の縮減効果
・上記縮減効果は、参加団体の区域の施設統廃合や業

務効率化等により生み出されるものであるため

③ 不参加団体への用水供給単価について

５ その他

案

（税抜）
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〇途中参加の条件等については、首長によるテーマ別部会を設けて詳細を検討する

こととし、統合後における企業団の施設整備や不参加団体の施設整備の進捗状況

等を踏まえて検討

④ 当初不参加団体の途中参加について

５ その他



時 期 主 な 事 項

Ｒ５年度 ３月 ○協議会 （今回）

Ｒ６年度

８月 ○協議会

・企業団規約（案）、基本計画改定版（案） 等

✓【全企業団構成団体(連名)】国へ一部事務組合（企業団）設立許可申請

✓【全企業団構成団体】 各議会へ関係議案提案（企業団設立議案 等）

✓その他準備

１１月 ○一部事務組合（企業団） 設立

✓【全企業団構成団体】各議会へ関係議案提案（関係条例等廃止議案 等）

✓【全企業団構成団体】国又は県へ事業廃止許可申請

✓【企業団】企業団議会へ関係議案提案（関係条例制定議案、予算案 等）

✓【企業団】国へ事業認可申請・国交付金要望

✓その他準備

Ｒ７年度 ４月 ○事業統合

【参考】 今後のスケジュール
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引き続き関係団体で検討協議


